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※一般廃棄物処理計画

一般廃棄物処理基本計画
(計画期間：令和５年度～１９年度)

市の一般廃棄物の処理に関する基本的な事項

一般廃棄物処理実施計画
(各年度)

基本計画に基づく各年度の実施計画

実施計画とは、

市の一般廃棄物（ごみ及びし尿）処理に係る基本的な方向性について
長期的に定める基本計画に基づき、年度ごとに一般廃棄物の処理に関
する事業（一般廃棄物の発生見込量、処理体制、ごみ減量に関する施
策等）について定める計画。

※廃掃法 第６条第１項の規定に
基づき、市が定める一般廃棄物の
処理に関する計画

１ 一般廃棄物処理実施計画とは
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１ ごみの排出量の見込み
２ ごみの分別区分
３ ごみの処理主体
４ ごみの排出抑制のための取組
５ 収集運搬計画
６ 中間処理計画
７ 最終処分場の概要と埋立量の計画

１ 生活排水処理量の見込み
２ 処理形態別人口の見込み
３ 生活排水処理のための取組
４ し尿・汚泥の処理計画

第１．ごみ処理実施計画

第２．生活排水処理実施計画

２ 実施計画(案)の構成
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３ 実施計画(案)の内容 第１．ごみ処理実施計画

資料4-3参照。

１ ごみの排出量の見込み(p1)

２ ごみの分別区分(p1-2)

区分ごとに、ごみの内容を記載。

３ ごみの処理主体(p3)

排出者（家庭系・事業系）及び区分ごとに、ごみの
収集運搬及び処分を行う処理の主体を記載。
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３ 実施計画(案)の内容 第１．ごみ処理実施計画

ア リフューズ・リデュース・リユースの推進

(1)ごみの減量を中心とした４R活動の推進

（ウ）民間事業者と連携し、リユースの啓発と促進を図る

LINEでの配信 町内会への回覧（清掃だより）
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４ 計画推進のための施策（一例）(p4-7)



３ 実施計画(案)の内容 第１．ごみ処理実施計画
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４ 計画推進のための施策（一例）(p4-7)

ア 収集運搬体制

(3)安心安全かつ安定的な処理の確保

（イ）ごみの排出が困難な方への対応
・あんしんふれあい収集事業の実証事業

ごみ資源循環課
（環境クリーンセンター）

ごみ出し困難者

要介護1以上

訪問収集・安否確認ごみ出し困難者の様子の変化を確認した時は
ケアマネ・親族等に連絡

ケアマネジャー・親族



３ 実施計画(案)の内容 第１．ごみ処理実施計画
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⚫ 実施日

令和7年１１月１２日（燃やせないごみ）

１１月１３日（燃やせるごみ）

⚫ 作業の様子

【参考】資料4-4 令和7年度ごみステーション収集組成分析結果



３ 実施計画(案)の内容 第１．ごみ処理実施計画

【参考】資料4-4 令和7年度ごみステーション収集組成分析結果（抜粋）

H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7

資源 26.05 23.64 27.75 36.97 23.33 21.25 25.82 21.00 23.85 24.82

不燃 0.35 1.47 2.04 2.10 1.69 0.67 2.07 15.11 0.37 1.16

可燃 73.61 74.91 70.21 60.93 74.98 78.08 72.11 63.90 75.78 74.02
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【まとめ】
・資源ごみの混入割合は概ね横ばい傾向
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３ 実施計画(案)の内容 第１．ごみ処理実施計画

H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7

資源（リチウムイオン電池等） 0.93

資源 11.34 13.32 9.62 8.47 10.18 6.32 7.44 7.41 33.25 36.11

可燃 11.52 4.54 3.71 4.54 6.40 10.06 11.60 14.78 4.46 1.87

不燃 77.14 82.14 86.68 86.99 83.43 83.62 80.96 77.82 62.28 61.09
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【まとめ】
・令和６年１月に開始したプラスチック資源一括回収に伴い、資源ごみの割合が増加
・充電式小型家電・電池類の混入が1%程度みられる 9

【参考】資料4-4 令和7年度ごみステーション収集組成分析結果（抜粋）



３ 実施計画(案)の内容 第１．ごみ処理実施計画

（ウ） 危険ごみへの対策の実施
【取組例】小型充電式電池の回収拠点の拡充

目的
①市民の利便性向上
②ごみ処理施設等の火災リスクの低減

エコらんどのみの小型充電式電池の回収拠
点を、資源ごみ回収拠点「リサイクルス
テーション」を全5か所へ拡充しました。

・エコらんど
・安城北部 ・桜井
・中部 ・篠目

10

安城北部リサイクルステーション

４ 計画推進のための施策（一例）(p4-7)

(3)安心安全かつ安定的な処理の確保

ア 収集運搬体制



３ 実施計画(案)の内容 第１．ごみ処理実施計画

４ 計画推進のための施策（一例）(p4-7)

(3)安心安全かつ安定的な処理の確保

（ウ） 危険ごみへの対策の実施
【取組例】電池類及び電池が簡単に取り外せない製品の絶縁の実施

目的
①ショート（短絡）による発火の防止
②ごみ処理施設等の火災リスクの低減
令和８年４月１日から全ての電池類及び電池が簡単に取り外せない製品の
電極部（金属）にテープ等を貼って絶縁することを周知し、協力を求める

（例）電極部（金属）に
テープを貼った状態

出典：一般社団法人JBRC 小型充電式電池のリサイクル回収依頼時の安全処置方法（事例） 11



３ 実施計画(案)の内容 第１．ごみ処理実施計画

５ 収集運搬計画(p7-10)

(1)家庭系ごみ

一般家庭から排出されるごみの収集について記載。

事業活動に伴って生じた一般廃棄物の処理について記載。

(2)事業系ごみ
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２ 実施計画(案)の内容 第１．ごみ処理実施計画

６ 中間処理計画(p10-15)

各施設の処理方式、処理能力、処理量、処分方法などについて記載。

(2)中間処理施設の概要と処理量等の計画

(1)中間処理施設の処理量の見込み

各施設において処理するごみの区分及び処理量の見込みについて記載。

(3)民間施設での中間処理等

民間施設において中間処理する廃棄物等の処理方法などについて記載。

(4)資源物の回収分別施設の概要と処理量等の計画

各リサイクルステーションの処理量、処分方法などについて記載。
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３ 実施計画(案)の内容 第１．ごみ処理実施計画

７ 最終処分場の概要と埋立量の計画(p15-16)

榎前町一般廃棄物最終処分場の埋立面積・容量、残余容量見込、

埋立方式、埋立量見込、浸出液処理方法について記載。

「ごみとわたしたち」
2024年度(令和６年度)版

より抜粋
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３ 実施計画(案)の内容 第２．生活排水処理実施計画
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１ 生活排水処理量の見込み(p16)

２ 処理形態別人口の見込み(p16)

くみ取り便槽・単独処理浄化槽については
合併処理浄化槽への転換または下水道接続
により、生活排水処理を促進します。

（くみ取り便槽）

（令和８年度末）

（令和８年度末）

区 分 処理量（ｋｌ）

し尿 １，１９９

浄化槽汚泥 ２８，１６２

集落排水汚泥 ８４２

合計 ３０，２０３

区 分 人口（人）

し尿収集 １，５４７

合併処理浄化槽 ２６，４１９

単独処理浄化槽 ９，２５２

農業集落排水施設 １，９１９

公共下水道 １４８，２１４

合計 １８７，３５１
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目標値との比較

し尿収集人口 単独処理浄化槽人口



３ 実施計画(案)の内容 第２．生活排水処理実施計画

16

生活排水処理施設の整備促進 し尿処理施設の維持管理 水環境の改善に向けた啓発

浄化槽設置補助金
による合併浄化槽
への転換促進など

補助金額（最大）
5人槽：835千円
7人槽：937千円
10人槽：1,105千円

定期的な保守点検、整備計画
に基づく設備更新

啓発品の配布、広報やウェブ
サイトへの掲載など

環境クリーンセンターし尿処理施設外観

（浄化槽の維持管理に関する啓発）

内部設備の様子

合併浄化槽への転換

３ 生活排水処理促進のための取組(p16-17)



３ 実施計画(案)の内容 第２．生活排水処理実施計画

環境クリーンセンター し尿処理施設

【収集・運搬】 【処理・下水放流】

（変更なし）

収集許可業者

東邦清掃㈱

三協商事㈱

アンジョウユニティ㈱

４ し尿・汚泥の処理計画
(p17)

5 し尿及び浄化槽汚泥の
処理施設の概要(p17-18)
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4 環境審議会委員からのご意見等・回答一覧
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番号 計画案の該当箇所 ご意見等 回答
計画へ
の反映

1

P13
エ せん定枝の処理
搬出物の処分方法：
農家及び市民に無料配布し、
土壌改良材として利用（処
理能力超過分は、安城市環
境クリーンセンターで焼却
処理）

私は、西尾市の中間処理業
者（松治木材）より、裁断
せん定枝を購入して畑の土
壌改良をしています。
安城市でも処理能力超過分
は環境クリーンセンターで
焼却処理せずに、民間事業
者に委託して環境にやさし
いまちづくりを要望します。

いただきました
ご意見につきま
しては、今後の
リサイクル推進
施策において参
考とさせていた
だきます。

ー


